
福祉職員用　賃金構成一覧表

処　遇　改　善　各　種　手　当　支　給　基　準　一　覧　表

処　遇　改　善　各　種　手　当　基　準　①

【支 　給 　内 　容】処遇改善［基準］手当Ⅰ及び処遇改善［加算］手当Ⅱは職責や勤怠条件等により以下に該当する支給基準にてみなし時間外手当として支給する

【 支  給  対  象  者 】総合職正社員、限定職正社員、嘱託社員

【支給期及び支給額】

［支給基準★★★］　下記該当基準額　+　加算額60,000円
キャリア段位3★★★
原則として勤務制限・異動制限なし

［支給基準★★］　　下記該当基準額　+　加算額30,000円
キャリア段位3★★
原則として勤務制限・異動制限なし

［上期支給期間　7月支給分　～　12月支給分］基準日毎期6月21日時点 ［下期支給期間　1月支給分　～　6月支給分］基準日毎期12月21日時点

6月21日時点　正社員登用１カ年以上到達者・・・下記該当支給基準の100％支給 12月21日時点　上記の支給対象登用１カ年以上到達者・・・下記該当支給基準の100％支給

6月21日時点　正社員登用６カ月以上到達者・・・下記該当支給基準の50％支給 12月21日時点　上記の支給対象登用６カ月以上到達者・・・下記該当支給基準の50％支給

［支給基準Ⅱ］ 47,000円　　［加算額］　10,000円　　合計57,000円　　基準額95％　　【制限No.2】
キャリア段位1～3★★★
勤務制限はないが、能力によらない自己都合により【他事業所に限る】での異動制限が付される者

［支給基準Ⅲ］　44,000円　［加算額］　10,000円　　合計54,000円　　基準額90％　　【制限No.3】
キャリア段位1～3
・早勤・日勤・遅勤・夜勤（通常回数4～6回以上）の全シフト対応可であるが、シフト調整等の個別制限が付される者

［支給基準★］　　　下記該当基準額　+　加算額15,000円
キャリア段位3★
原則として勤務制限・異動制限なし

［支給基準Ⅰ］　50,000円 ［加算額］　10,000円　　合計60,000円　【制限NO.1】制限なし
キャリア段位1～3★★★
勤務制限・異動制限なし

キャリア段位1～3
・日勤帯勤務（早勤・日勤・遅勤）のシフト対応可である者でそれ以外に個別制限がない者

・早勤限定又は遅勤限定の対応可である者でそれ以外に個別制限がない者

［支給基準Ⅵ］　35,000円　［加算額］　10,000円　　合計45,000円　　基準額75％　　【制限No.6】
キャリア段位1～3
・日勤帯勤務（早勤・日勤・遅勤）のシフト対応可である者であるが、シフト調整等の個別制限が付される者

・夜勤限定勤務の者でそれ以外に個別制限がない者

［支給基準Ⅳ］　41,000円　［加算額］　10,000円　　合計51,000円　　基準額85％　　【制限No.4】
キャリア段位1～3
・早勤・日勤・遅勤・夜勤（各シフト1回以上/月実績）の全シフト対応可であるが、シフト調整等の個別制限が付される者
・夜勤限定勤務の者でそれ以外にシフト調整等の個別制限が付される者

［支給基準Ⅴ］　38,000円　［加算額］　10,000円　　合計48,000円　　基準額80％　　【制限No.5】

・日勤帯勤務（早勤・日勤・遅勤）のうち2以上のシフト対応可であるが、シフト調整等の個別制限が付される者
［支給基準Ⅸ］　26,000円　［加算額］　10,000円　　合計36,000円　　基準額60％　　【制限No.9】
キャリア段位1～3
・日勤限定勤務である者でそれ以外に個別制限がない者

［支給基準Ⅹ］　23,000円　［加算額］　10,000円　　合計33,000円　　基準額55％　　【制限No.10】
キャリア段位1～3

・早勤限定又は遅勤限定の対応可であるが、シフト調整等の個別制限が付される者

［支給基準Ⅶ］　32,000円　［加算額］　10,000円　　合計42,000円　　基準額70％　　【制限No.7】
キャリア段位1～3
・日勤帯勤務（早勤・日勤・遅勤）のうち2以上のシフト対応可である者でそれ以外に個別制限がない者
［支給基準Ⅷ］　29,000円　［加算額］　10,000円　　合計39,000円　　基準額65％　　【制限No.8】
キャリア段位1～3

キャリア段位1～3（原則論として段位3★以上に嘱託職員は配置しない）
定年延長契約者で包括的な業務遂行が可能な者は上記該当基準額を支給（60歳到達月の次月支給分より適用）
［嘱託職員支給基準Ⅰ］上記該当基準額の50％
キャリア段位1～3（原則論として段位3★以上に嘱託職員は配置しない）
60歳以降の新規雇⼊れ時、⼜は定年延⻑後継続勤務し65歳に到達した者（65歳到達⽉の次⽉⽀給分より適⽤・70歳到達⽉⽀給分まで）

・日勤限定勤務であるが、シフト調整等の個別制限が付される者

［支給基準Ⅺ］　20,000円　［加算額］　10,000円　　合計30,000円　　基準額50％　　【制限No.11】
キャリア段位1～3
総合職としての責務能力に欠如する者や個別都合による配置限定等の異動制限、他従業員との協調制限、シフト制限等、人事委員会にて支給制限妥当と判断された者

例）同一事業所内での異動拒否、自己都合によりリーダー業務やケアプラン作成業務、事故・苦情処理業務等の専門的な知識・技能が必要な業務に従事しない者等

［嘱託職員支給基準Ⅰ］

【制限NO.6】 【制限NO.7】 【制限NO.8】 【制限NO.9】【制限NO.10】【制限NO.11】
処遇改善［基準］手当

処遇改善［加算］手当

支給基準早見表

【制限

NO.1】
制限なし

【制限NO.2】 【制限NO.3】 【制限NO.4】 【制限NO.5】



福祉職員用　賃金構成一覧表

90,000
基準+加算★★ +30,000 90,000 87,000 84,000 81,000 78,000 75,000 72,000

108,000 105,000 102,000 99,000 96,000 93,000基準+加算★★★ +60,000 120,000 117,000 114,000 111,000
69,000 66,000 63,000 60,000

基準+加算★ +15,000 75,000 72,000 69,000 66,000 45,000
基準Ⅰ+加算 100% 60,000 ― ― ― ― ― ―

63,000 60,000 57,000 54,000 51,000 48,000
― ― ― ―

基準Ⅱ+加算 95% ― 57,000 ― ― ―
基準Ⅲ+加算 90% ― ― 54,000 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―
― ― ― ―

基準Ⅳ+加算 85% ― ― ― 51,000 ―
基準Ⅴ+加算 80% ― ― ― ― 48,000 ― ―

― ― ― ― ― ―
― ― ― ―

基準Ⅵ+加算 75% ― ― ― ― ―
基準Ⅶ+加算 70% ― ― ― ― ― ― 42,000

― 45,000 ― ― ― ―
― ― ― ―

基準Ⅷ+加算 65% ― ― ― ― ―
基準Ⅸ+加算 60% ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― 39,000 ― ―
― 36,000 ― ―

基準Ⅹ+加算 55% ― ― ― ― ―
基準Ⅺ+加算 50% ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― 33,000

処遇改善加算各種手当基準①に則り支給した額が処遇改善加算受領額及び処遇改善特定加算受領額の総額を下回ると予測された場合、以下の基準により一時金手当として上乗せ支給する。

精査基準日：毎期3月支給日時点での精査
勤怠精査基準日：3月20日以前6カ月間
【処遇改善［基準］手当の算出】上乗せ一時金手当

支給原資：年間処遇改善加算受領予測額　－　年間処遇改善［基準］手当支給予測額

支給対象：総合職正社員、限定職正社員　　※一時手当支給日時点で既に処遇改善手当を受給している者に限る

― ― ― 30,000

処　遇　改　善　各　種　手　当　基　準　②

支給原資：年間処遇改善特定加算受領額　－　年間処遇改善［加算］手当支給予測額

支給対象：総合職正社員、限定職正社員　　※一時手当支給日時点で既に処遇改善手当を受給している者に限る

支給方法：処遇改善［加算］手当Ⅰに上乗せ支給

支給日　：7月分給与にて支給
≪支給額算出式≫

支給原資　×　1人別支給係数（端数100円単位切上げ）

支給方法：処遇改善［基準］手当Ⅰに上乗せ支給

支給日　：7月分給与にて支給
≪支給額算出式≫

支給原資　×　1人別支給係数（端数100円単位切上げ）
1⼈別⽀給係数 ＝ （基準⽇より過去6カ⽉間の勤務時間 × 本⼈の該当処遇改善［基準］⼿当の基準額⽐率） ÷ 基準⽇より過去6カ⽉間の全⽀給対象職員勤務時間（基準⽐率適⽤後）
【処遇改善［加算］手当の算出】上乗せ一時金手当

事後報告及び無断の欠勤は回数につき減額基準上で欠勤3日分としてカウント

但し、慶弔に類する欠勤、やむを得ない欠勤・遅刻・早退事由と拠点責任者が判断したものは対象としない

過去6か月間の欠勤実績が4日間以上5日間以内　　　     ［次6か月間の処遇改善［基準］［加算］手当其々を20％減額］

過去6か月間の欠勤実績が6日間以上7日間以内　　　     ［次6か月間の処遇改善［基準］［加算］手当其々を30％減額］

過去6か月間の欠勤実績が8日間以上9日間以内　　　     ［次6か月間の処遇改善［基準］［加算］手当其々を40％減額］

過去6か月間の欠勤実績が10日間以上　　　　　　　     ［次6か月間の処遇改善［基準］［加算］手当其々を50％減額］

遅刻・早退の過去6か月間の実績回数が計3回につき欠勤1日分としてカウント

事後報告及び無断の遅刻・早退・私有外出は回数につき減額基準上で欠勤1日分としてカウント

1⼈別⽀給係数 ＝ （基準⽇より過去6カ⽉間の勤務時間 × 本⼈の該当処遇改善［基準］⼿当の基準額⽐率） ÷ 基準⽇より過去6カ⽉間の全⽀給対象職員勤務時間（基準⽐率適⽤後）
処　遇　改　善　各　種　手　当　減　額　基　準

算定期間及び対象期間①：算定期間　7月支給分から12月支給分　対象期間　1月支給分から6月支給分　　基準日6月20日以前6カ月間

算定期間及び対象期間②：算定期間　1月支給分から6月支給分　  対象期間　7月支給分から12月支給分　 基準日12月20日以前6カ月間

［勤怠減額基準］

過去6か月間の欠勤実績が3日間　　　　　　　　　　　［次6か月間の処遇改善［基準］［加算］手当其々を10％減額］


